
 

神戸市「国際みなと経済特区」変更案  新旧対照表 
 

変更事項 現行 変更後 

本文 

４「構造改革特別

区域の特性」 

(1)自然的、経済

的、社会的条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 略 

②産業の集積 

・ 神戸市は、既存産業の高度化及び新産業の誘致・育成のた

め、高度な技術力や日本にはないノウハウをもつ外国・外

資系企業の誘致を進めており、「国際経済拠点地区（ポート

アイランド、六甲アイランド、三宮地区、東部新都心地区）」

では、外国・外資系企業誘致のための税財政支援を含む独

自のインセンティブ付与や施設整備（神戸国際ビジネスセ

ンター、ビジネスライフサポート窓口、ひょうご投資サポ

ートセンター等）などの施策により、外国・外資系企業の

集積を目指しており、現在、神戸市内に本社を置く外国・

外資系企業は、Ｐ＆Ｇ社や日本イーライリリー社など大手

企業を含め、60 社以上に達している。 

 

③～④ 略 

⑤  生活文化面 

  ・  外国・外資系企業の誘致に関連して、外国人にとっての

暮らしやすさという面でも神戸には優位性がある。旧居留

地の創設以来、外国人子弟の教育機関、外国語の通じる医

療機関、各種の宗教施設、外国人コミュニティ・社交クラ

ブなど、外国人が住みやすい生活インフラが充実してい

る。たとえば国際学校は神戸市内に９校あり、合計 2,600

人余りの生徒が通学している。 

国際協力の分野でもＷＨＯ神戸センターや神戸アジア

都市情報センター、国際協力事業団（ＪＩＣＡ）兵庫国際

 

②産業の集積 

・神戸市は、既存産業の高度化及び新産業の誘致・育成のた

め、高度な技術力や日本にはないノウハウをもつ外国・外

資系企業の誘致を進めており、「国際経済拠点地区（ポート

アイランド、六甲アイランド、三宮地区、東部新都心地区）」

では、外国・外資系企業誘致のための税財政支援を含む独

自のインセンティブ付与や施設整備・サポート体制の拡充

（神戸国際ビジネスセンター、ビジネスライフサポート窓

口、ひょうご・神戸投資サポートセンター等）などの施策

により、外国・外資系企業の集積を目指しており、現在、

神戸市内に本社を置く外国・外資系企業は、Ｐ＆Ｇ社や日

本イーライリリー社など大手企業を含め、60 社以上に達し

ている。 

 

⑤  生活文化面 

  ・  外国・外資系企業の誘致に関連して、外国人にとっての

暮らしやすさという面でも神戸には優位性がある。旧居留

地の創設以来、外国人子弟の教育機関、外国語の通じる医

療機関、各種の宗教施設、外国人コミュニティ・社交クラ

ブなど、外国人が住みやすい生活インフラが充実してい

る。たとえば国際学校は神戸市内に９校あり、合計 2,600

人余りの生徒が通学している。 

国際協力の分野でもＷＨＯ神戸センターや神戸アジア都

市情報センター、国際協力事業団（ＪＩＣＡ）兵庫国際セ
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(2)他地域と異な

る取扱をする必

要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

センターといった国際協力機関が存在する。また神戸市

は、全国でも先導的な留学生に対する支援施策として、奨

学金の支給や住宅の提供、特に中国アジアの優秀で意欲の

ある留学生ＯＢの起業・就業支援などに取り組んでいる。 

 

⑥ 略 

 

①～⑤ 略 

⑥特区として認定を申請している地域については、神戸市内の

他の地域と比較して、次のような特性がある。 

「ロジスティクスハブ拠点」の対象となる地域は、特区の中核

となる神戸港のエリアであり、神戸の港湾機能の集積地であ

る。うち一部は、国土交通省からリサイクルポートの指定を受

けるなど、「総合静脈物流拠点」の対象となっている。「国際経

済拠点」の対象となる地域は、県、市が協調して税財政支援を

含む独自のインセンティブ付与や施設整備（神戸国際ビジネス

センター、ビジネスライフサポート窓口、ひょうご投資サポー

トセンター等）などの施策を行い、外国・外資系企業の集積を

目指している。税財政支援を含めたインセンティブや施設整

備、外国・外資系企業の誘致に取り組むなど、産業・研究機関

の集積が進んでいる。また、今回新たに重点拠点として指定す

る「国際・ビジネス人材育成拠点」の対象となる地域において

は、多様な教育ニーズが高まる中で、近年、専修学校等の教育

機関が多く立地し、大学などの既存の教育機関の機能を補完し

ながら、特に実学面において高い能力を有し、神戸経済の担い

手となる有能な人材育成が図られつつある。 

 

 

 

ンターといった国際協力機関が存在する。また神戸市は、

全国でも先導的な留学生に対する支援施策として、奨学金

の支給や住宅の提供、特に日中ビジネスを行う優秀で意欲

のある留学生およびＯＢの起業化支援などに取り組んで

いる。 

 

 

 

⑥特区として認定を申請している地域については、神戸市内の

他の地域と比較して、次のような特性がある。 

「ロジスティクスハブ拠点」の対象となる地域は、特区の中核

となる神戸港のエリアであり、神戸の港湾機能の集積地であ

る。うち一部は、国土交通省からリサイクルポートの指定を受

けるなど、「総合静脈物流拠点」の対象となっている。「国際経

済拠点」の対象となる地域は、県、市が協調して税財政支援を

含む独自のインセンティブ付与や施設整備・サポート体制の拡

充（神戸国際ビジネスセンター、ビジネスライフサポート窓口、

ひょうご・神戸投資サポートセンター等）などの施策を行い、

外国・外資系企業の集積を目指している。税財政支援を含めた

インセンティブや施設整備、外国・外資系企業の誘致に取り組

むなど、産業・研究機関の集積が進んでいる。また、今回新た

に重点拠点として指定する「国際・ビジネス人材育成拠点」の

対象となる地域においては、多様な教育ニーズが高まる中で、

近年、専修学校等の教育機関が多く立地し、大学などの既存の

教育機関の機能を補完しながら、特に実学面において高い能力

を有し、神戸経済の担い手となる有能な人材育成が図られつつ

ある。 
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５「構造改革特別

区域計画の意義」 

(3)国際経済拠点

の構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 神戸は、開港以来、外国の文化・産業が日本の他の地域に
先駆けて導入されてきた地域であり、歴史に培われた豊か

な文化性、市場の開放性、洗練された人々の感性などを背

景に、明治以来ニュービジネスが次々と興ってきた地域で

ある。しかし近年は、神戸経済を支えてきた造船、鉄鋼、

化学、機械といった基幹産業が衰えてきており、それと歩

みを同じくして港湾産業も低迷しつつある。また、産業構

造転換の遅れにより構造的に新たなビジネスを生み出しに

くい状況が、とりわけ阪神・淡路大震災により顕在化して

きた。こうした状態を打開するためには、既存産業の高度

化及び新産業の誘致、育成が急務である。本市では、ＫＩ

ＭＥＣ構想に基づく情報化施策により、ＩＴ産業の集積や

市内産業の高度化、情報化等に取り組むとともに、新産業

創造研究機構（ＮＩＲＯ）を中核として、国内外の大学・

研究機関と連携しての産学共同研究、関西の大学等の研究

者とのネットワークを活用し、研究成果を特許化して企業

に提供する技術移転事業（ＴＬＯ）等を実施するなど、既

存産業の高度化と新産業の創造を促進し、研究成果等を活

用した市内中小製造業者への技術移転を進めている。 

 

② 新産業、新技術を開発し、それを事業化していくうえで、
高度な技術力と日本にはないノウハウをもつ外国・外資系

企業の誘致は、神戸の産業全体の底上げ、そして眠ってい

る神戸企業の起業家精神を呼び起こすという意味で非常に

重要な施策である。本市では、成長分野企業やベンチャー

企業をはじめとする外国・外資系企業等の立地・集積を促

進すべく、県と協調して独自のインセンティブ制度を設け、

さらに「医療産業都市構想」や「上海・長江交易促進プロ

ジェクト」等の推進など、自助と自立の精神をもって企業

① 神戸は、開港以来、外国の文化・産業が日本の他の地域に
先駆けて導入されてきた地域であり、歴史に培われた豊か

な文化性、市場の開放性、洗練された人々の感性などを背

景に、明治以来ニュービジネスが次々と興ってきた地域で

ある。しかし近年は、神戸経済を支えてきた造船、鉄鋼、

化学、機械といった基幹産業が衰えてきており、それと歩

みを同じくして港湾産業も低迷しつつある。また、産業構

造転換の遅れにより構造的に新たなビジネスを生み出しに

くい状況が、とりわけ阪神・淡路大震災により顕在化して

きた。こうした状態を打開するためには、既存産業の高度

化及び新産業の誘致、育成が急務である。本市では、ＫＩ

ＭＥＣ構想に基づく情報化施策により、ＩＣＴ産業の集積

や市内産業の高度化、情報化等に取り組むとともに、新産

業創造研究機構（ＮＩＲＯ）を中核として、国内外の大学・

研究機関と連携しての産学共同研究、関西の大学等の研究

者とのネットワークを活用し、研究成果を特許化して企業

に提供する技術移転事業（ＴＬＯ）等を実施するなど、既

存産業の高度化と新産業の創造を促進し、研究成果等を活

用した市内中小製造業者への技術移転を進めている。 

 

② 新産業、新技術を開発し、それを事業化していくうえで、
高度な技術力と日本にはないノウハウをもつ外国・外資系

企業の誘致は、神戸の産業全体の底上げ、そして眠ってい

る神戸企業の起業家精神を呼び起こすという意味で非常に

重要な施策である。本市では、成長分野企業やベンチャー

企業をはじめとする外国・外資系企業等の立地・集積を促

進すべく、県と協調して独自のインセンティブ制度を設け、

さらに「神戸医療産業都市構想」や「上海・長江交易促進

プロジェクト」等の推進など、自助と自立の精神をもって
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６「構造改革特別

区域計画の目標」 

(3)国際経済拠点

の構築 

８行目 

 

 

 

誘致の推進及び経済活性化に取り組んでおり、産学官が連

携しての知的ネットワークの形成を進め、知識創造型の経

済社会を構築していく。 

 

③「外国人研究者受入れ促進事業（501～503）」及び「外国人

情報処理技術者受入れ促進事業（507）」は、神戸に集う研究

者や、ＩＴ分野をはじめとするベンチャー企業の活動から生

まれる知識と地元企業の知恵や熱意を結集して産業化し新

たな価値を創造するという、いわば 21 世紀の「知の居留地」

を創る試みを実現するうえで必要な規制の特例であり、その

実施によって既存産業の高度化や新産業・成長産業の立地を

促進し、経済の本格復興を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「国際経済拠点」においては、ＫＩＭＥＣ構想に基づく情報

化施策により、ＩＴ産業の集積や市内産業の高度化、情報化

等に取り組むとともに、新産業創造研究機構（ＮＩＲＯ）を

はじめ多くの研究機関が集積し、国内外の大学・研究機関と

連携しての産学共同研究や、研究成果を特許化して企業に提

供するＴＬＯ事業等を進めており、また研究開発と成果の事

業化を促進するため、高度な技術力と日本にはないノウハウ

をもつ外国・外資系企業について、市・県が独自のインセン

企業誘致の推進及び経済活性化に取り組んでおり、産学官

が連携しての知的ネットワークの形成を進め、知識創造型

の経済社会を構築していく。 

 

③「外国人研究者受入れ促進事業（501～503）」及び「外国人

情報処理技術者受入れ促進事業（507）」は、神戸に集う研究

者や、ＩＣＴ分野をはじめとするベンチャー企業の活動から

生まれる知識と地元企業の知恵や熱意を結集して産業化し

新たな価値を創造するという、いわば 21 世紀の「知の居留

地」を創る試みを実現するうえで必要な規制の特例であり、

その実施によって既存産業の高度化や新産業・成長産業の立

地を促進し、経済の本格復興を目指す。 

「地方公共団体の助成等による外国企業支店等開設促進事業

（512）」は、支店等開設のため、来日した外国企業の社員が、

一時帰国をすることなく、開設準備から事業開始まで連続し

て行うことにより、事業の迅速な立ち上げと初期費用の低減

を図るうえで必要な規制の特例である。これらの実施によっ

て、外国のＩＣＴ企業等新規成長産業分野の企業や資金余力

に乏しいベンチャー企業の立地促進や既存産業の高度化を

促進し、経済の本格復興を目指す。 

 

・「国際経済拠点」においては、ＫＩＭＥＣ構想に基づく情報

化施策により、ＩＣＴ産業の集積や市内産業の高度化、情報

化等に取り組むとともに、新産業創造研究機構（ＮＩＲＯ）

をはじめ多くの研究機関が集積し、国内外の大学・研究機関

と連携しての産学共同研究や、研究成果を特許化して企業に

提供するＴＬＯ事業等を進めており、また研究開発と成果の

事業化を促進するため、高度な技術力と日本にはないノウハ

ウをもつ外国・外資系企業について、市・県が独自のインセ
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(4)国際・ビジネ

ス人材育成拠点

の構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ティブを付与するなどして集積を進めている。「外国人研究

者受入れ促進事業（501～503）」「特定事業等に係る外国人の

入国・在留諸申請優先処理事業（504）」「外国人情報処理技

術者受入れ促進事業(507)」の規制の特例を活用して、地域

内に多数集積している研究機関や関連事業を行う機関等に

優秀な外国人研究者やＩＴ分野等の技術専門家、外国人ビジ

ネスマン等を招致し、市独自の研究開発・技術移転促進施策

や外国・外資系企業誘致施策との相乗効果で、ＩＴ企業をは

じめとする成長分野企業やベンチャー企業の立地を促進す

る。 

 

 

 

 

 

 

①即戦力となる有能な人材育成 

・ＩＴ技術の進歩、交通手段の高速化、低コスト化等に伴ない、

人、もの、金、情報の流れの面においてますますグローバル

化が進んでいる昨今、企業においても時代のニーズに的確に

対応し、ビジネス面における企画力、スキル、ビジネスマナ

ー等、幅広い知識と教養を兼ね備え、即戦力となる人材を求

める傾向が一層強くなってきている。このような企業ニーズ

に応え、またグローバル化が進む神戸経済を一層発展させる

ために、柔軟で特色あるカリキュラムに基づき、高度な専門

能力とビジネスに対する豊かな感性を持った人材育成ので

きる株式会社立大学の立地を推進し、神戸の企業競争力の強

化につなげていく。 

 

ンティブを付与するなどして集積を進めている。「外国人研

究者受入れ促進事業（501～503）」「特定事業等に係る外国人

の入国・在留諸申請優先処理事業（504）」「外国人情報処理

技術者受入れ促進事業(507)」の規制の特例を活用して、地

域内に多数集積している研究機関や関連事業を行う機関等

に優秀な外国人研究者やＩＴ分野等の技術専門家、外国人ビ

ジネスマン等を招致し、市独自の研究開発・技術移転促進施

策や外国・外資系企業誘致施策との相乗効果で、ＩＴ企業を

はじめとする成長分野企業やベンチャー企業の立地を促進

する。加えて、「地方公共団体の助成等による外国企業支店

等開設促進事業（512）」の規制の特例を活用して、これまで

以上に外国企業を呼び込むことで、新規成長分野の企業の集

積と既存産業の高度化を促進させ、合わせて国際性豊かで多

様な人材が共存する神戸ならではの魅力ある社会を実現す

る。

 

①即戦力となる有能な人材育成 

・ＩＣＴ技術の進歩、交通手段の高速化、低コスト化等に伴な

い、人、もの、金、情報の流れの面においてますますグロー

バル化が進んでいる昨今、企業においても時代のニーズに的

確に対応し、ビジネス面における企画力、スキル、ビジネス

マナー等、幅広い知識と教養を兼ね備え、即戦力となる人材

を求める傾向が一層強くなってきている。このような企業ニ

ーズに応え、またグローバル化が進む神戸経済を一層発展さ

せるために、柔軟で特色あるカリキュラムに基づき、高度な

専門能力とビジネスに対する豊かな感性を持った人材育成

のできる株式会社立大学の立地を推進し、神戸の企業競争力

の強化につなげていく。 
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７「構造改革特別

区域計画の実施

が構造改革特別

区域に及ぼす経

済的・社会的効果

（ 特 別 区 域 全

体）」 

11 行目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８「特定事業の名

称」 

 

 

 

 

 

 

 

９「構造改革特別

区域において実

施し又はその実

(3) 神戸市内の外国・外資系企業店数は、震災直後の平成８

年度に 55 社であったが、その後、「神戸起業ゾーン条例

（現神戸エンタープライズゾーン条例）」の施行や「ひょ

うご投資サポートセンター」の設置など地元独自の取り

組みによって、平成 13 年末には 62 社になっている。国

際経済拠点の構築により、外国人研究者・ビジネスマン

の来訪・交流を活発にすることで、外国・外資系企業の

立地促進（目標：年間 10 件程度の誘致）及び研究開発成

果の産業への移転をさらに促進する。（目標：年間 10 件

程度の研究成果の産業化） 

     その結果、平成 14 年度～17 年度の４年間で、外国・外

資系企業の新規誘致 40 件と、経済の活性化により、神戸

市全体で２万人の雇用創出を目指す。

 

 

 

 

(1)～(2) 略 

(3)国際経済拠点 

①外国人研究者受入れ促進事業（501～503） 

②特定事業等に係る外国人の入国・在留諸申請優先処理 

事業（504） 

③外国人情報処理技術者受入れ促進事業（507） 

(4) 略 
 

 

(1)～(2) 略 

(3)  国際経済拠点関係 

・独自施策による外国・外資系企業誘致促進及び経済活性化施

(3) 神戸市内の外国・外資系企業の本店数（神戸市把握分）は、

震災直後の平成８年度に 55 社であったが、その後、「神

戸起業ゾーン条例（現神戸エンタープライズゾーン条

例）」の施行や「ひょうご投資サポートセンター」、「ひょ

うご・神戸投資サポートセンター」の設置など地元独自

の取り組みによって、平成 17 年末には 82 社になってい

る。国際経済拠点の構築により、外国人研究者・ビジネ

スマンの来訪・交流を活発にすることで、外国・外資系

企業の立地促進（目標：年間 10 件程度の誘致）及び研究

開発成果の産業への移転をさらに促進する。（目標：年間

10 件程度の研究成果の産業化） 

     その結果、平成 14 年度～17 年度の４年間で、神戸市全

体で２万人の雇用創出を目指すとともに、これからの神戸

づくりの指針として平成 17 年６月に策定した「神戸 2010

ビジョン」の中で目標とした、平成 22 年までに外国・外

資系企業の本社数 100 社を目指す。

 

 

(3)国際経済拠点 

①外国人研究者受入れ促進事業（501～503） 

②特定事業等に係る外国人の入国・在留諸申請優先処理 

事業（504） 

③外国人情報処理技術者受入れ促進事業（507） 

④地方公共団体の助成等による外国企業支店等開設促 

進事業（512） 

 

 

(3)  国際経済拠点関係 

・独自施策による外国・外資系企業誘致促進及び経済活性化施
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施を促進しよう

とする特定事業

に関連する事業

その他の構造改

革特別区域の実

施に関し地方公

共団体が必要と

認める事項」 

11 行目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策 

①市のエンタープライズゾーン条例、県の産業集積条例によ

り、外国・外資系企業に対する税の減免やオフィス賃料補助

などの優遇策を実施する。 

②パイロットエンタープライズゾーンの設定により、医療関連

産業を対象に、10 年間、土地の貸付料を免除し、産業集積を

図る。 

 

 

③ビジネスライフサポート窓口の設置により、外国・外資系企

業の立地後のアフターフォローとして、情報提供や手続援

助、企業間のネットワーク形成支援などを行い、外国・外資

系企業の定着を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

④神戸国際マルチメディア文化都市構想（ＫＩＭＥＣプロジェ

クト）の推進により、ＩＴ産業の活性化とＩＴ関連企業の集積

を図る。 

⑤医療産業都市構想により、関西の産学連携のもと、ポートア

イランド（第２期）を中心に、高度医療技術の研究・開発拠点

を整備し、医療関連産業の集積を図り、市民福祉の向上、神戸

経済の活性化、国際社会への貢献を目指す。 

 

⑥上海・長江交易促進プロジェクトにより、目覚しい発展を遂

策 

①市のエンタープライズゾーン条例、県の産業集積条例によ

り、外国・外資系企業に対する税の減免やオフィス賃料補助

などの優遇策を実施する。 

②「ジェトロ対日投資・ビジネスサポートセンター神戸」との

連携により、外国・外資系企業に対して、一時的貸しオフィス

の提供、常駐アドバイザーによる各種コンサルティング、実務

経験豊富な人材によるきめ細かい立地支援などのサポートを

実施し、外国・外資系企業誘致の促進を図る。 

③ビジネスライフサポート窓口の設置により、外国・外資系企

業の立地後のアフターフォローとして、情報提供や手続援

助、企業間のネットワーク形成支援などを行い、外国・外資

系企業の定着を図る。 

④ジェトロ等と連携して、東京での外資系企業誘致セミナーを

開催することにより、首都圏の外資系企業の神戸への 2次進出

を促進する。 

⑤兵庫県の「ひょうご・神戸投資サポートセンター」との連携

により、外国・外資系企業に対して、ビジネス及び生活面の情

報提供、専門家による立地支援、地元企業とのビジネスマッチ

ングなど、外国・外資系企業の立地を推進する。 

⑥神戸国際マルチメディア文化都市構想（ＫＩＭＥＣプロジェ

クト）の推進により、ＩＣＴ産業の活性化とＩＣＴ関連企業の

集積を図る。 

⑦神戸医療産業都市構想により、関西の産学連携のもと、ポー

トアイランド（第２期）を中心に、高度医療技術の研究・開発

拠点を整備し、医療関連産業の集積を図り、市民福祉の向上、

神戸経済の活性化、国際社会への貢献を目指す。 

 

⑧上海・長江交易促進プロジェクトにより、目覚しい発展を遂
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＜別紙６＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

げる上海・長江経済圏と神戸・阪神経済圏の交易・交流を促進

し、ポートアイランド（第２期）の「新たな中国人街」等に、

中国地方政府事務所や中国民間企業等の集積を図る。 

⑦神戸ＦＡＺ（「輸入の促進及び対内投資の円滑化に関する臨

時措置法」）計画の推進により、輸入促進基盤施設の整備や輸

入関連事業の支援等を行い、特定集積地区において輸入関連事

業者の集積促進を図る。 

⑨平成１７年度に開港予定の神戸空港により、人・物・情報・

文化の交流拠点として活用し、産業の集積や雇用の増大を図

る。 

 

 

げる上海・長江経済圏と神戸・阪神経済圏の交易・交流を促進

し、ポートアイランド（第２期）の「新たな中国人街」等に、

中国地方政府事務所や中国民間企業等の集積を図る。 

 

 

 

 

⑨平成１８年２月に開港する神戸空港を、人・物・情報・文化

の交流拠点として活用し、産業の集積や雇用の増大を図る。 

 

 

＜別紙 ６＞ 

１．特定事業の名称 

 地方公共団体の助成等による外国企業支店等開設促進事業

（５１２） 

 

２．当該規制の特例措置を受けようとする者 

 当該特区の国際経済拠点地区において「地方公共団体の助成

等による外国企業支店等開設促進事業」に該当し、かつ当該

地区内で支店等を開設又は勤務しようとする外国人 

 

３．当該規制の特例措置の適用の開始の日 

 特区計画の認定後、直ちに適用開始。 

 

４．特定事業の主体 

(1) 当該特区の国際経済拠点地区において「地方公共団体の

助成等による外国企業支店等開設促進事業」に該当し、かつ当

該地区内で支店等を開設又は勤務しようとする外国人 

(2) 事業が行われる区域 
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 当該特区の国際経済拠点（ポートアイランド、六甲アイラ

ンド、三宮、東部新都心）区域 

(3) 事業の開始時期 

特区計画の認定日から 

(4) 事業により実現される行為 

事業の迅速な立ち上げと初期費用の低減が可能となり、ＩＣ

Ｔ企業等新規成長産業分野の外国企業の立地や地元産業の

高度化、活性化を促進できる。 

(5)特定した施設の提供主体に関する情報 

①名称：三宮ベンチャービル 

所在地：〒650-0083 神戸市中央区浜辺通 4丁目 1-23 

  所有者：㈱カワサキライフコーポレーション 他 

  当該施設のうち特例措置を受けようとする部分： 

１階から 9階のうち以下の部屋について指定 

１０２，１０８，２０５～２０８，２１２，２１３， 

２１５，２２２，２２３，２２６，３０３，３０５， 

３０８，３１１～３１３，３１８，３２１～３２３， 

４０２，４０３，４０６～４０８，４１０，４１２， 

４１３，４１７，４２２，４２３，４２５，５０１， 

５０３，５０５～５０８，５１１，５１２，５２０， 

５２１，５２３，５２６，６０３，６１１， 

６１５～６１８，６２０～６２３，６２５，６２６， 

７０３，７０５～７０７，７１１，７１２， 

７１６～７１８，７２２，７２３，７２５， 

８０１～８０３，８０５～８０７，８１５，８１７， 

８１８，８２０，８２３，９０１，９０３，９０５， 

９０６，９０８，９１１～９１３，９１５，９２５， 

９２６

     対象者：神戸市の「外国・外資系企業オフィス賃料補助
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金交付要綱」及び兵庫県の「産業労働部補助金

交付要綱」により、兵庫県の「産業の集積によ

る経済及び雇用の活性化に関する条例」に定め

る国際経済交流事業に該当する外国企業 

「外国・外資系企業オフィス賃料補助金交付要綱」に基

づき、オフィス賃料補助の交付決定を受けた、外国企業

が入居するビルとして、神戸市が指定。 

※「外国・外資系企業オフィス賃料補助金交付要綱」 

⇒別添資料のとおり 

②名称：ＩＰＳＸ  ＳＯＵＴＨ 

   所在地：〒650-0085 神戸市中央区八幡通 1丁目 1-14 

   所有者：門屋合資会社 

   当該施設のうち特例措置を受けようとする部分： 

３階から９階のうち以下の部屋について指定 

３０１～３０３，４０１～４０３，５０１～５０３， 

６０１～６０４，７０１～７０５，８０１～８０５， 

９０１～９０５ 

対象者：神戸市の「外国・外資系企業オフィス賃料補助

金交付要綱」及び兵庫県の「産業労働部補助金交付要

綱」により、兵庫県の「産業の集積による経済及び雇

用の活性化に関する条例」に定める国際経済交流事業

に該当する外国企業 

「外国・外資系企業オフィス賃料補助金交付要綱」に基

づき、オフィス賃料補助の交付決定を受けた、外国企業

が入居するビルとして、神戸市が指定。 

※「外国・外資系企業オフィス賃料補助金交付要綱」 

⇒別添資料のとおり 

 

③名称：ＩＰＳＸ  ＥＡＳＴ 



 11

   所在地：〒650-0086 神戸市中央区磯上通 4丁目 3-10 

   所有者：門屋合資会社 

   当該施設のうち特例措置を受けようとする部分： 

６階から８階のうち以下の部屋について指定 

６０１～６１１，７０１～７１２，８０１～８１２ 

対象者：神戸市の「外国・外資系企業オフィス賃料補助

金交付要綱」及び兵庫県の「産業労働部補助金交付要

綱」により、兵庫県の「産業の集積による経済及び雇

用の活性化に関する条例」に定める国際経済交流事業

に該当する外国企業 

「外国・外資系企業オフィス賃料補助金交付要綱」に基

づき、オフィス賃料補助の交付決定を受けた、外国企業

が入居するビルとして、神戸市が指定。 

※「外国・外資系企業オフィス賃料補助金交付要綱」 

⇒別添資料のとおり 

④名称：建洋ビル 

   所在地：〒650-0024 神戸市中央区海岸通 5丁目 2-2 

   所有者：(有)建隆プロパティ 

当該施設のうち特例措置を受けようとする部分： 

１階から２階のうち以下の部屋について指定 

１０１，２０１～２０７ 

   対象者：神戸市の「外国・外資系企業オフィス賃料補助

金交付要綱」及び兵庫県の「産業労働部補助金

交付要綱」により、兵庫県の「産業の集積によ

る経済及び雇用の活性化に関する条例」に定め

る国際経済交流事業に該当する外国企業 

「外国・外資系企業オフィス賃料補助金交付要綱」に基

づき、オフィス賃料補助の交付決定を受けた、外国企

業が入居するビルとして、神戸市が指定。 
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※「外国・外資系企業オフィス賃料補助金交付要綱」 

⇒別添資料のとおり 

⑤名称：コフィオ 神戸元町 

   所在地：〒650-0012 神戸市中央区北長狭 5丁目 2-19 

   所有者：谷口 年子 他 

当該施設のうち特例措置を受けようとする部分： 

２階から６階のうち以下の部屋について指定 

   ２０１，３０８，４０３，４１０，４１１，５０７， 

５１０，６０９ 
対象者：神戸市の「外国・外資系企業オフィス賃料補助 

金交付要綱」及び兵庫県の「産業労働部補助 

金交付要綱」により、兵庫県の「産業の集積 

による経済及び雇用の活性化に関する条例」 

に定める国際経済交流事業に該当する外国企 

業 

「外国・外資系企業オフィス賃料補助金交付要綱」に 

基づき、オフィス賃料補助の交付決定を受けた、外 

国企業が入居するビルとして、神戸市が指定。 

※「外国・外資系企業オフィス賃料補助金交付要綱」 

⇒別添資料のとおり 

 

５．当該規制の特例措置の内容 

規制の特例措置に該当することを判断した根拠 

（1）外国企業（地方公共団体において、事業の実施が確

実で当該事業の実施が特区内の 

産業の発展等に資すると認める外国企業に限る。）が本

邦において事業を行う拠点となる当該特区内の事業所

の確保を支援するため、当該外国企業に対して当該特区

内においてその事業の用に供する施設を地方公共団体
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が助成の対象として指定し又は地方公共団体等が転貸

するための必要な措置が講じられていること。 

・ 今回特例措置の適用を申請している区域である「国際

経済拠点」は、平成１５年４月に認定を受けた「国際みな

と経済特区」において、「外国人研究者受入れ促進事業（５

０１～５０３）」及び「入国・在留諸申請優先処理事業（５

０４）」の適用を受けるとともに、地元の独自施策として

も、本市の「神戸エンタープライズゾーン及び神戸国際経

済ゾーンにおける支援措置に関する条例」及び兵庫県の

「産業の集積による経済及び雇用の活性化に関する条例」

により、外国・外資系企業の誘致にあたって独自の税財政

支援などのインセンティブを付与している。 

・ また、「国際経済拠点」内のポートアイランド第２期

には、本市の外郭団体である(財)神戸市都市整備公社が、

主に外国・外資系企業に対して、ＷＡＭ（Warehouse：倉

庫、Assembly：組立Manufacturing:製造）スペース、研究・

開発用のラボスペースとオフィスをひとつのビルに配置

し、研究・開発や製造、営業、流通、事務管理など、多様

な業務を集約することが可能な「神戸国際ビジネスセンタ

ー(ＫＩＢＣ)」を整備し、低廉なオフィス賃料で提供して

おり、２６社(平成１７年１０月現在)の外国・外資系企業

が入居している。 

・ 他にも、国際経済拠点内には、ポートアイランド２

期に「神戸キメックセンタービル」や「神戸インキュベ

ーションオフィス」、六甲アイランドに「神戸ファッショ

ンマート」、そして市街地に「神戸商工貿易センタービル」

などの、本市の外郭団体が運営する公的テナントビルが

整備され、これらが外国・外資系企業の受け皿としての

機能も担っている。 



 14

・ 一方、特に「医療・健康・福祉」「情報・通信」など

新規成長分野の事業を行うため、国際経済拠点のテナン

トビルへ事業拠点を設けようとする外国・外資系企業に

対しては、、兵庫県と協調してオフィス賃料を補助する優

遇制度を設けている。 

（賃料の１／２、限度額：月１，５００円／㎡、年間２

００万円、３年間 ※１） 

※１：うち、外国・外資系企業オフィス賃料補助金交付

要綱に基づき、神戸市が賃料の１／４、限度額：月７

５０円／㎡、年間１００万円、３年間。 

うち、産業労働部補助金要綱に基づき、兵庫県が 

賃料の１／４、限度額：月７５０円／㎡、年間１

００万円、３年間を、外国企業に対してそれぞれ

補助する。 

・ この、オフィス賃料補助は、公的テナントオフィス

だけでなく、民間テナントオフィスにも適用されるが、

兵庫県の「産業の集積による経済及び雇用の活性化に関

する条例」の適用を受けるとともに、本市としても補助

要綱による書面審査を受けることとしている。(補助実績

２５社:平成１７年１１月現在) 

・ つまり、民間事業者が運営するテナントオフィスつい

ても、オフィス賃料補助を受けて外国・外資系企業が入居

しようとする場合には、兵庫県とともに本市が厳正な審査

を行い助成対象として認定しており、神戸市が助成の対象

施設として指定しうる施設と考えている。 

・ 一方、テナントオフィスを管理する民間事業者は、オ

フィス賃料補助を受けて入居しようとする外国・外資系企

業がある場合に、兵庫県とともに本市が厳正な審査を行う

ため、公的信用力を担保として、入居しようとする企業と
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スムースに賃貸借契約を結ぶことができるメリットがあ

る。 

・ このように、本市は、指定された外郭団体が経営する

公的テナントオフィスが整備され、そしてオフィス賃料補

助制度により、本市が関与し指定することになる民間テナ

ントオフィスも加わり、この特例措置が必要とする外国・

外資系企業が事業を行う拠点となる、事業所の確保を支援

することができる条件を満たしている。 

[要件] 

・賃貸借が可能である施設が存在していること（ただし、

居住することを前提とした施設等、事業所として継続的に

事業を行っていくことが不適切であるものは除く。） 

①名称：三宮ベンチャービル 

当該施設三宮ベンチャービルはオフィスを 92 室を備

えているが，そのうち現在 3室が空室となっているた

め賃貸借が可能である施設として同室を指定する。 

②名称：ＩＰＳＸ  ＳＯＵＴＨ 

当該施設ＩＰＳＸ  ＳＯＵＴＨはオフィスを 28 室を

備えているが，そのうち現在 5室が空室となっている

ため賃貸借が可能である施設として同室を指定する。 

③名称：ＩＰＳＸ  ＥＡＳＴ 

当該施設ＩＰＳＸ  ＥＡＳＴはオフィスを 35 室を備

えているが，そのうち現在 3室が空室となっているた

め、賃貸借が可能である施設として同室を指定する。 

④名称：建洋ビル 

当該施設建洋ビルはオフィスを 8室を備えているが，

そのうち現在 2室が空室となっているため、賃貸借が

可能である施設として同室を指定する。 

⑤名称：コフィオ 神戸元町 
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当該施設コフィオ 神戸元町はオフィオを8室を備え

ているが，そのうち現在1室が空室となっているため、

賃貸借が可能である施設として同室を指定する。 

・地方公共団体が当該施設を事業拠点として指定する場合

には、あらかじめ、当該施設の所有者及び外国法人から、

当該施設につき賃貸借契約を行う意思を記した誓約書等

を地方公共団体に提出させること。 
 

神戸市は、下記のオフィス賃料補助対象施設を当該事業

拠点として指定しており、その際、所有者からは、誓約

書を別添のとおり提出させている。 

外国法人からの誓約書については、「規制の特例措置を

受ける主体の特定状況」を添付して省略する。 

①名称：三宮ベンチャービル 

②名称：ＩＰＳＸ  ＳＯＵＴＨ 

③名称：ＩＰＳＸ  ＥＡＳＴ 

④名称：建洋ビル 

⑤名称：コフィオ 神戸元町 

 

・本邦に入国後、当該賃貸借契約を行った場合には、当該

外国企業は、速やかに地方公共団体を通じて契約書の写し

を地方入国管理局へ提出すること。また、指定された施設

を使用しない場合、又は使用することができなくなった場

合においては、地方公共団体において代替となる施設を斡

旋する等、事業所の創設を確実に担保することが可能とな

るような措置を講ずること。 
 

当該外国企業が、オフィス賃料補助の交付申請書を提出

する際、「オフィス賃貸借契約書」の写しを添付書類と

して提出させているので、交付を決定次第、当該「オフ
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ィス賃貸借契約書」の写しを、本市から速やかに入国管

理局から指定された官署に提出する。 

なお，施設を使用することができなくなった場合におけ

る措置については，下記の賃貸ビルのいずれかを斡旋で

きるようにビル所有者の内諾を得ている。 

賃貸ビル 1：神戸商工貿易センタービル 

賃貸ビル 2：神戸キメックセンタービル 

賃貸ビル 3：神戸ファッションマート 

賃貸ビル 4：神戸インキュベーションオフィス 

賃貸ビル 5：神戸国際ビジネスセンター 

 

・本邦に入国後、３ヶ月以内に事業所を設けて事業を開始

することとし、地方公共団体は、当該事業の開始後１週間

以内に地方入国管理局に報告を行うこと。 

    当該外国企業は、事業開始前にオフィス賃料補助の交

付申請手続きを行うので、その際を含め適宜状況を調

査のうえ、指定された期日までに入国管理局から指定

された官署に報告書を提出する。

 

  ・当該期間内に事業を開始しない場合は、地方公共団体は、

当該外国人の所在を確認の上、速やかに地方入国管理

局に報告するとともに、当該外国人に対して帰国を求

め、さらに、当該地方入国管理局の措置等により当該

外国人が帰国することとなった場合においては、帰国

旅費を調達するに必要な協力等、帰国するための協力

を行うこと。 

     当該外国企業が、所定期間内に事業を開始しない場

合には、その状況を調査のうえ、入国管理局から指定

された官署にその旨の報告書を提出するとともに、入
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国管理局と連携のうえ、当該外国企業に対し、帰国等

を含め必要な情報の提供を行う。また、オフィス賃貸

借契約書の解約手続きなど事務手続き面でのサポート

等を行う。 

 

(2) 当該特区において、投資活動を行う外国企業が相当程

度集積すると見込まれること。 

 

・ 本市では、日本にはない高度な技術や優れた経営ノ

ウハウを持つ、外国・外資系企業を誘致することにより、

神戸の既存産業の高度化及び活性化、新産業の誘致・育

成を目指している。 

［外国人に住みやすい生活環境］ 

・ 神戸は豊かな自然環境に囲まれ、また古くから港湾

都市として発展してきた歴史をもつ多様な文化が融合

する国際都市として、現在１２１カ国・約４５，０００

人の外国人が住んでいる。(平成１７年１０月現在) 

・ そのため、高規格の外国人向け住宅や、英語での対

応が可能な病院が多数存在し、市内には 9つの外国人学

校があるなど、外国人の子女の教育環境面でも非常に高 

い評価を得ている。 

・ 加えて、神戸国際コミュニティセンターをはじめと

する国際交流施設が充実し、在住外国人のコミュニティ

ー組織や外国人を支援するボランティア団体も多く、地

域との交流・連携も活発である。 

［先進的なプロジェクト］ 

・ 震災からの創造的復興を目指して、先進的なプロジ

ェクトである、「神戸医療産業都市構想」及び「上海・

長江交易促進プロジェクト」を推進している。 
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＜神戸医療産業都市構想＞ 

２１世紀の成長産業である医療関連産業の集積を

図るため、ポートアイランド第２期を中心に「先端

医療センター」「理化学研究所神戸研究所」等の中

核施設を整備するとともに、国内外の医療関連企業

の集積と起業化の促進等を図るプロジェクトで、次

世代の医療システムの構築を通して、既存産業の高

度化と雇用の確保による神戸経済の活性化、医療サ

ービス水準の向上による市民福祉の向上、さらには

アジア諸国の医療技術向上などによる国際社会へ

の貢献を目指している。 

（ポートアイランド第 2期への医療産業関連企業の

集積 ８１社  内外国・外資系企業  １３社 平

成１７年１１月現在） 

＜上海長江交易促進プロジェクト＞ 

 成長著しい上海・長江流域経済圏と神戸・阪

神経済圏の交易・交流を促進することにより、

経済再生の一つの突破口を開こうとするプロジ

ェクトで、現在はポートアイランド第２期に、

日中ビジネスを積極的に展開しようとする国内

外の企業が集積するまち「新たな中国人街」の

形成を推進している。 

（日中ビジネス関連企業の集積  ３９社 平成１７

年１１月現在）  

［充実した優遇措置・サポート体制］ 

①本市のエンタープライズゾーン条例、兵庫県の産

業集積条例により、外国・外資系企業に対して、税

の減免やオフィス賃料補助などの優遇策を提供して

いる。 
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（オフィス賃料補助実績 ２５社 平成１７年１

１月末） 

②ジェトロ対日投資・ビジネスサポートセンター神

戸（ＩＢＳＣ神戸）では、神戸への対日投資の拠点

として、外国・外資系企業に対して、一時的貸しオ

フィスの提供、常駐アドバイザーによる各種コンサ

ルティング、実務経験豊富な人材によるきめ細かい

立地支援などのサポートを実施している。 

（進出支援実績 ４社  平成１６年度） 

③ひょうご・神戸投資サポートセンターでは、外国・

外資系企業に対して、ビジネス及び生活面の情報提

供、専門家による立地支援、地元企業とのビジネス

マッチングなど、兵庫県と連携して外国・外資系企

業の立地の推進している。 

（進出支援実績 ７３社（平成１１年度～平成１

７年度末まで） 

・ このような、「外国人に住みやすい生活環境」「先進

的なプロジェクト」「充実した優遇措置・サポート体制」

などにより、これまで市内に立地した外国・外資系企業

は、本社を置く企業が８２社、支店等も含めると１３４

社に達している。 

（神戸市把握分 平成１７年１２月 1日現在） 

・ 今後も先進的なプロジェクトである「神戸医療産業

都市構想」及び「上海・長江交易促進プロジェクトの進

展、「ジェトロ対日投資・ビジネスサポートセンター神

戸（ＩＢＳＣ神戸）」「ひょうご・神戸投資サポートセン

ター」等と連携した企業誘致を積極的に展開することに

より、さらなる外国・外資系企業の集積が見込まれる。 
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(3) 当該特区において外国企業が集積することにより、当該

外国企業が実施する事業が属する分野の産業の発展が相当

程度見込まれること。 

 

・ 誘致した外国・外資系企業が、その後順調にビジネ

スを展開し、神戸に定着して産業振興に寄与してもらう

には、立地後のきめ細やかなフォローアップが不可欠で

ある。 

・ そこで、本市では、「ビジネスライフサポート事業」

として、日本の法律・各種手続や生活文化等に不慣れな

外国・外資系企業のニーズに応じた、各種ワンストップ

サービスを提供している。 

・ 具体的には、①外国・外資系企業のニーズにきめ細
かく把握するため個別訪問の実施、②ビジネス、生活の
両面にわたる情報提供、個別相談、③法律や会計、各種
手続など専門家による無料相談、といった支援事業を実
施している。 
・ 一方、「神戸医療産業都市構想」関連では、これま
で「先端医療センター」、理化学研究所の「発生・再生
科学総合研究センター」などの中核施設を整備し、医療
関連企業の誘致スピードを加速させる一方で、既に進出
している企業と、優れたものづくり技術をもつ地元中小
企業との出会いの機会を創出している。 
・ 具体的には、進出企業と地元企業とのビジネスミー

ティングを開催するとともに、進出企業の自主組織であ

る「メドコラボ神戸」を設立して、進出企業同士の交流

も図っている。 

・ 17 年度は、新たに、「神戸医療産業都市コンソーシ

アム事業化推進補助」を創設するとともに、(財)先端医

療振興財団により、17 年４月に設置されたクラスター
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推進センターによる商品企画段階から知的財産・薬事相

談の段階までのトータルサポート体制を取ることで、進

出企業との共同研究を促進しており、今後は、ビジネス

ミーティングの相手を市外・外国企業に広げ、さらなる

出会いの機会を創出する予定である。 

・ また、平成１７年１１月に竣工した、神戸医療機器

開発センター（メデック）に設置する中小企業機器開発

コーナーに、地元中小企業の活動拠点を設け、入居する

医療関連企業、施設を利用する企業や専門医師との交流

の場を設定し、医療機器の開発・改良・試作の際に発生

するニーズ・シーズのマッチングを行い、取引機会の創

出と共同研究開発の実現を図っている。 

・ このように、これまで誘致した外国・外資系企業に

対して、出会いの場を積極的に設け、取引や共同研究・

開発のチャンスを増やし、特に医療関連企業には、薬事

や知的財産についてサポートするとともに、他の特定事

業とあわせて「地方公共団体の助成等による外国企業支

店等開設促進事業（512）」を活用することで、より一層、

外国・外資系企業の誘致促進による神戸経済の活性化と

いう「国際みなと経済特区」の目的を効果的に達成する

ことができる。 

 

 


